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12知って得々「道標」

ここからのページは
あなたの生活の『みちしるべ』
になるお知らせをお届けします。

募
集

作
業
療
法
士
を

募
集
し
て
い
ま
す

　

町
立
病
院
で
は
作
業
療
法
士
を
募
集
し
て

い
ま
す
。
勤
務
内
容
な
ど
の
詳
細
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
募
集
人
数
／
1
人

●
応
募
資
格
／
作
業
療
法
士
免
許
取
得
者

●
選
考
方
法
／
書
類
審
査
、
面
接
等

●
締
め
切
り
／
1
月
31
日（
当
日
消
印
有
効
）

●
採
用
年
月
日
／
平
成
21
年
4
月
1
日

●
問
い
合
わ
せ
／
町
立
病
院
総
務
係\

52^

3
1
4
5

カ
キ
種
苗
セ
ン
タ
ー
の

臨
時
作
業
員

　

カ
キ
種
苗
セ
ン
タ
ー
で
は
種
苗
生
産
業
務

を
補
助
す
る
臨
時
作
業
員（
半
日
勤
務
）を
募

集
し
ま
す
。
勤
務
内
容
な
ど
の
詳
細
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
募
集
人
数
／
4
人

●
雇
用
期
間
／
2
月
中
旬
か
ら
3
月
31
日
ま

で
（
状
況
に
よ
り
4
月
か
ら
9
月
末
ま
で
更

新
任
用
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）

●
応
募
資
格
／
町
内
在
住
の
人

●
応
募
方
法
／
履
歴
書
に
顔
写
真
を
張
り
、

カ
キ
種
苗
セ
ン
タ
ー
に
提
出

●
締
め
切
り
／
1
月
21
日V

●
問
い
合
わ
せ
／
カ
キ
種
苗
セ
ン
タ
ー\

53

^

2
3
2
1

町
立
保
育
所
に
入
所
を

希
望
す
る
人
は
申
し
込
み
を

　

町
で
は
1
月
8
日b
か
ら
30
日n

ま
で
の

間
、
平
成
21
年
4
月
か
ら
町
立
保
育
所
に
新

規
で
入
所
を
希
望
す
る
児
童
の
申
し
込
み
を

受
け
付
け
ま
す
。
（
4
月
以
降
の
途
中
入
所

に
つ
い
て
は
、
随
時
受
け
付
け
ま
す
）

　

障
害
児
保
育
や
0
、1
歳
児
保
育
を
希
望
す
る

人
は
社
会
児
童
係
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
現
在
入
所
中
の
児
童
の
手
続
き
に

つ
い
て
は
後
日
書
類
を
送
付
し
ま
す
。

　

ま
た
、
へ
き
地
保
育
所
の
入
所
申
し
込
み

に
つ
い
て
は
、
来
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
対
象
保
育
所
／
真
竜
・
厚
岸
・
宮
園
の
各

保
育
所

●
対
象
児
童
／
平
成
15
年
4
月
2
日
以
降
に

生
ま
れ
た
児
童
（
乳
児
保
育
は
出
生
後
満
8

週
を
過
ぎ
た
児
童
）
で
、
保
護
者
や
同
居
親

族
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
理
由
な
ど
で
家
庭
で
の

保
育
が
受
け
ら
れ
な
い
児
童

①
昼
間
、
家
の
内
外
で
働
い
て
い
る

②
病
気
や
負
傷
、
ま
た
は
障
が
い
が
あ
る

③
妊
娠
中
、
ま
た
は
出
産
後
間
が
な
い

④
同
居
の
親
族
を
常
時
介
護
し
て
い
る

　

な
お
障
害
児
保
育
に
つ
い
て
は
4
、
5
歳

児
で
、
毎
日
の
送
迎
が
可
能
な
児
童

●
申
し
込
み
／
社
会
児
童
係
（
あ
み
か
21
）
、

窓
口
サ
ー
ビ
ス
係
、
湖
南
地
区
出
張
所

●
問
い
合
わ
せ
／
社
会
児
童
係\

53^

3
3

3
3

児
童
ク
ラ
ブ
の
入
会
募
集

み
ん
な
と
一
緒
に
遊
ぼ
う
よ

　

町
で
は
学
校
か
ら
帰
っ
て
も
家
に
誰
も
い

な
い
と
い
う
児
童
や
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
地

域
の
児
童
の
た
め
に
、
友
遊
児
童
館
と
子
夢

希
児
童
館
に
児
童
ク
ラ
ブ
を
設
け
て
い
ま
す
。

児
童
ク
ラ
ブ
は
専
任
の
職
員
に
よ
る
集
団
指

導
な
ど
を
通
じ
て
健
全
な
遊
び
の
中
か
ら
児

童
の
自
主
性
や
社
会
性
、
創
造
性
な
ど
を
育

て
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　

こ
の
ク
ラ
ブ
の
4
月
か
ら
の
入
会
希
望
の

児
童
を
募
集
し
ま
す
の
で
、
希
望
者
は
所
定

の
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
既
に
入
会
し
て
い
る
児
童
も
更
新
手

続
き
が
必
要
で
す
。

●
対
象
／
両
親
が
共
働
き
を
し
て
い
る
た
め

に
帰
宅
し
て
も
保
護
者
が
い
な
い
家
庭
で
、

平
成
21
年
度
に
お
い
て
小
学
校
1
年
生
か
ら

3
年
生
ま
で
の
児
童
（
ス
ク
ー
ル
バ
ス
を
運

行
し
て
い
る
地
域
に
住
ん
で
い
る
児
童
は
4

年
生
以
上
で
も
入
会
で
き
ま
す
）

●
入
会
金
／
無
料

●
受
付
期
間
／
1
月
13
日C

か
ら
2
月
13
日N

●
申
し
込
み
／
各
児
童
館
、
社
会
児
童
係（
あ

み
か
21
）
、
窓
口
サ
ー
ビ
ス
係

●
問
い
合
わ
せ
／
社
会
児
童
係\

53^

3
3

3
3
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

所
得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を

引
き
き
れ
な
か
っ
た
人
は

毎
年
申
告
が
必
要
で
す

　

平
成
19
年
か
ら
税
源
移
譲
に
よ
っ
て
、
所

得
税
が
減
額
と
な
り
、
控
除
で
き
る
住
宅
ロ

ー
ン
控
除
額
が
減
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
平

成
11
年
か
ら
平
成
18
年
末
ま
で
に
入
居
し
、

所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
て
い
る

人
で
、
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た

額
が
あ
る
場
合
は
、
翌
年
度
の
住
民
税
（
所

得
割
）
か
ら
控
除
で
き
ま
す
。

　

平
成
20
年
分
の
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ

な
い
額
が
あ
る
人
は
、
平
成
21
年
3
月
16
日

x

ま
で
に
、
平
成
21
年
1
月
1
日
現
在
お
住

ま
い
の
市
町
村
へ
『
住
民
税
の
住
宅
借
入
金

等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
』
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
申
告
書
は
役
場
課
税
係
、
釧
路
税

務
署
に
用
意
し
て
い
ま
す
。

　

申
告
の
方
法
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
な
い
人
】

▽
源
泉
徴
収
票
を
添
付
し
て
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

【
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
人
】

▽
所
得
税
確
定
申
告
書
と
と
も
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
（
税
務
署
に
提
出
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
）

●
問
い
合
わ
せ
／
課
税
係\

内
線
135
～
139

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

税

　
　

町
で
は
、
平
成
20
年
分
所
得
税
の
還
付  

　

申
告
を
1
月
26
日x

か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

　
　

年
末
調
整
を
受
け
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で

　

も
医
療
費
控
除
な
ど
の
申
告
を
す
る
と
、

　

源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る

　

場
合
が
あ
り
ま
す
。
該
当
す
る
人
は
必
要

　

書
類
な
ど
を
持
参
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ

　

い
。

　

●
受
付
時
間
／
9
時
か
ら
17
時

　

●
受
付
場
所
／
役
場
税
財
政
課
課
税
係

　

（
釧
路
税
務
署
で
は
1
月
5
日X

か
ら
還

　

付
申
告
を
受
け
付
け
ま
す
）

　
　

な
お
確
定
申
告
に
つ
い
て
は
2
月
16
日

　

x

か
ら
3
月
16
日x

ま
で
の
受
け
付
け
で

　

す
が
こ
の
期
間
は
非
常
に
込
み
合
い
ま
す

　

の
で
、
還
付
申
告
は
早
め
に
済
ま
せ
ま
し

　

ょ
う
。

　

次
の
よ
う
な
場
合
に

　

所
得
税
が
還
付
さ
れ
ま
す

【
医
療
費
控
除
】

　
　

病
気
や
け
が
に
よ
り
支
払
っ
た
医
療
費

　

か
ら
保
険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額

　

（
健
康
保
険
の
高
額
医
療
費
の
支
給
金
や

　

生
命
保
険
契
約
の
入
院
給
付
な
ど
）
を
差

　

し
引
い
た
金
額
が
、
10
万
円
ま
た
は
所
得

　

金
額
の
5
％
の
う
ち
、
ど
ち
ら
か
少
な
い

　

額
を
超
え
て
支
払
っ
た
場
合

【
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
】

　

住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
利
用
し
て
家
屋
の
新

築
・
購
入
（
そ
の
家
屋
の
敷
地
を
同
時
に
購

入
し
た
場
合
も
含
み
ま
す
）
、
ま
た
は
増
改

築
な
ど
を
し
て
平
成
20
年
1
月
1
日
か
ら
平

成
20
年
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
居
住
の
用
に

供
し
た
場
合
で
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る

場
合

【
退
職
者
】

　

年
の
途
中
で
退
職
し
た
り
、
2
カ
所
以
上

で
働
い
て
い
た
人
が
年
末
調
整
を
受
け
ず
、

源
泉
徴
収
税
額
が
納
め
過
ぎ
と
な
っ
て
い
る

場
合

【
寄
附
金
控
除
】

　

国
や
地
方
公
共
団
体
、
特
定
公
益
増
進
法

人
な
ど
に『
特
定
寄
附
金
』を
5
千
円
を
超
え

て
支
出
し
た
場
合

申
告
に
必
要
な
書
類
な
ど

　

印
鑑
、
源
泉
徴
収
票
、
生
命
保
険
・
国
民

年
金
保
険
料
・
個
人
年
金
保
険
料
・
地
震
保

険
料（
旧
長
期
損
害
保
険
料
）の
控
除
証
明
書
、

国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
・
任
意
継
続
社
会
保
険
料
・
介
護
保
険
料

の
領
収
書
、
還
付
金
振
込
先
の
金
融
機
関
・

支
店
・
口
座
番
号（
本
人
名
義
）が
わ
か
る
も
の

　

そ
の
ほ
か
、
控
除
の
区
分
に
よ
り
次
の

書
類
な
ど
が
必
要
で
す
。

▽
医
療
費
控
除
＝
医
療
費
の
領
収
書
、
保

険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額
の
わ
か

る
も
の

▽
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
＝
住
民
票
、

家
屋
の
登
記
事
項
証
明
書
（
家
屋
の
敷
地

を
同
時
に
取
得
し
て
い
る
場
合
は
そ
の
敷

地
の
登
記
事
項
証
明
書
も
必
要
）
、
請
負

契
約
書
の
写
し
、
住
宅
取
得
資
金
に
係
る

借
入
金
の
年
末
残
高
証
明
書

※
増
改
築
ま
た
は
中
古
住
宅
の
購
入
の
場

合
は
必
要
な
書
類
が
異
な
る
場
合
も
あ
り

ま
す
の
で
、
担
当
係
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

▽
寄
附
金
控
除
＝
寄
附
を
し
た
団
体
等
か

ら
の
受
領
書
、
寄
附
を
し
た
団
体
等
が
寄

附
金
控
除
の
該
当
団
体
等
で
あ
る
こ
と
の

証
明
書
等
の
写
し
な
ど
、
寄
附
金
に
よ
り

必
要
な
書
類
が
異
な
り
ま
す
の
で
担
当
係

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
／
課
税
係\

内
線
135
～
139

所
得
税
の
還
付
申
告
は
1
月
26
日
か
ら


